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（訂正）「平成20年３月期 中間決算短信（非連結）」の一部訂正について 
 

 

平成19年７月19日に発表いたしました「平成20年3月期 中間決算短信（非連結）」の一部に

訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

記 

 

【14 ページ】中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

（訂正前） 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 6月 30 日）

当中間会計期間 

（自 平成 19 年１月１日 

至 平成 19 年 6月 30 日）

前事業年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日）

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）繰延資産の処理方法 

新株発行費 

 ３年間で均等償却しており

ます。 

(1）繰延資産の処理方法 

株式交付費 

企業規模拡大のために行う

資金調達等の財務活動に係る

ものは繰延資産に計上し、定

額法（３年間）により均等償

却しております。 

ただし、前期以前に計上し

たものは従来どおり３年間で

均等償却しております。 

(1）繰延資産の処理方法 

株式交付費 

同左

 

（訂正後） 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 6月 30 日）

当中間会計期間 

（自 平成 19 年１月１日 

至 平成 19 年 6月 30 日）

前事業年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日）

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）繰延資産の処理方法 

新株発行費 

 ３年間で均等償却しており

ます。 

(1）繰延資産の処理方法 

株式交付費 

企業規模拡大のために行う

資金調達等の財務活動に係る

ものは繰延資産に計上し、定

額法（３年間）により均等償

却しております。 

ただし、第５期以前に計上

したものは従来どおり３年間

で均等償却しております。 

(1）繰延資産の処理方法 

株式交付費 

企業規模拡大のために行う

資金調達等の財務活動に係る

ものは繰延資産に計上し、定

額法（３年間）により均等 

償却しております。 

ただし、前期以前に計上し

たものは従来どおり３年間で

均等償却しており 

ます。

 

 



【16 ページ】（中間損益計算書関係） 

 

（訂正前） 
前中間会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 6月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年１月１日 

至 平成 19 年 6月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

新株発行費償却 137 千円 

為替差損        23 千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

株式交付費償却 3,654千円 

為替差損          18 千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

株式交付費償却 1,628 千円 

為替差損          23 千円 

 

（訂正後） 
前中間会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 6月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年１月１日 

至 平成 19 年 6月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

新株発行費償却 137 千円 

為替差損        23 千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

株式交付費償却 1,784千円 

株式交付費     1,870 千円 

為替差損          18 千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

株式交付費償却 1,628 千円 

為替差損          23 千円 

 

以 上 


